
し尿くみ取り券
取扱い終了のお知らせ

令和７年10月1日から、し尿くみ取り券を廃止し、口座振替等による支払い方

法に変更となります。 10月以降のくみ取り作業分については、市窓口でのお

支払いができなくなりますので、口座振替登録がお済みでない方は、お住いの

市環境課、甲賀広域行政組合衛生課または甲賀広域衛生事業体窓口にて口座振替依

頼書に氏名等をご記入、金融機関お届け印を押印の上、ご提出ください。

なお、口座振替日は毎月27日です。振替日が土日祝日で休業の場合は次回営業

日が振替日となります。

甲賀広域行政組合衛生課業務係 TEL 0748-62-0483 甲賀広域衛生事業体 TEL 0748-76-2626 
甲賀市生活環境課 TEL 0748-69-2145 湖南市環境政策課 TEL 0748-71-2326 

くみ取り券は使えなくなります。

お問い合わせ 

【口座振替できる金融機関】

使用しなくなったくみ取り券は、お住いの市環境課または甲賀広域行政組合衛生
課窓口までお持ち込みください。払い戻しいたします。
※払戻請求書に必要事項をご記入いただき、後日、ご指定の金融機関の口座へ払い戻しするこ

ととなります。ご記入・押印が必要となりますので、金融機関の店番号、口座番号が分かるもの

と、印鑑をお持ちのうえ、お住いの市環境課または甲賀広域行政組合衛生課までお越しください。

【し尿くみ取り券の払い戻しについて】

滋賀銀行 京都銀行 県内農業協同組合 関西みらい銀行 近畿労働金庫

滋賀県信用組合 湖東信用金庫 ゆうちょ銀行 ソニー銀行 楽天銀行

PayPay銀行 住信SBIネット銀行 ※その他金融機関はお問い合わせください

口座振替申込期限

令和７年９月30日(火)まで

※申込期限を過ぎて口座振替登録がお済みでない場合は、請求書を送付します。
請求書によるお支払いの場合、別途振込手数料を負担いただくことになります。



リチウム蓄電池は、「電池回収協力店」に
出してください。
上記電池回収協力店で回収できないものについては、お住まいの市のごみ捨てルールに
従って、捨ててください。

衛生センターでは、処分できません。

甲賀広域行政組合 衛生センター (TEL:0748-62-5454)

電池回収協力店甲賀市

QR
コードhttps://www.koka-koiki.jp/index.php

衛生センターからのお願い
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